
そ で が う ら 健 康 ポ イ ン ト 事 業 実 施 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、市 が 千 葉 県（ 以 下「 県 」と い う 。）と 連 携 し 、

市 民 が 主 体 的 に 取 り 組 む 健 康 づ く り を 支 援 す る た め に 行 う「 そ で

が う ら 健 康 ポ イ ン ト 事 業  て く て く ガ ウ ラ（ 以 下「 本 事 業 」と い

う 。）」 の 実 施 に あ た り 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 事 業 の 内 容 ）  

第 ２ 条  本 事 業 は 、市 民 の 主 体 的 な 健 康 づ く り の 取 組 を 支 援 す る た

め 、市 民 等 が 、健 康 づ く り メ ニ ュ ー に 取 り 組 み 、一 定 以 上 の ポ イ

ン ト を 獲 得 す る こ と に よ り 、県 の 承 認 を 受 け た 協 賛 店 で 優 待 サ ー

ビ ス を 受 け ら れ る 事 業 を い う 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は 、次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

(1) ポ イ ン ト  本 事 業 の 対 象 者 が 、 第 ５ 条 に 規 定 す る 健 康 づ く

り メ ニ ュ ー に 取 り 組 む こ と に よ り 取 得 で き る ポ イ ン ト を い う 。 

(2) ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド  元 気 ち ば ！ 健 康 チ ャ レ ン ジ 事 業 実 施

要 綱（ 令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ９ 日 千 葉 県 県 支 第 ６ ４ ２ 号 。以 下「 県 要

綱 」 と い う 。） 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る カ ー ド を い う 。  

(3) ち ～ バ リ ュ ～ の 店  県 要 綱 第 ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 県 の 承

認 を 受 け た 協 賛 店 で 、ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド を 提 示 す る 者 に 対 し

任 意 に 定 め た サ ー ビ ス を 提 供 す る 店 舗 等 を い う 。  

（ 事 務 の 範 囲 ）  

第 ４ 条  本 事 業 に お い て 、 市 は 次 の 各 号 に 定 め る 事 務 を 行 う 。  

(1) 本 事 業 の 普 及 啓 発 に 関 す る こ と 。  

(2) ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド の 交 付 に 関 す る こ と 。  

(3) 本 事 業 の 広 報 に 関 す る こ と 。  

(4) そ の 他 本 事 業 の 実 施 に 関 す る こ と 。  



（ 健 康 づ く り メ ニ ュ ー 及 び ポ イ ン ト 付 与 ）  

第 ５ 条  第 ２ 条 に 規 定 す る 健 康 づ く り メ ニ ュ ー は 、次 の 各 号 に 掲 げ

る も の と す る 。  

(1) 別 表 に 定 め る 健 康 づ く り の た め の 活 動 等  

(2) そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 活 動 等  

２  前 項 に 規 定 す る 健 康 づ く り メ ニ ュ ー で 付 与 さ れ る ポ イ ン ト は 、

別 表 で 定 め る 区 分 に 応 じ て 付 与 す る 。  

（ 対 象 者 ）  

第 ６ 条  本 事 業 の 対 象 者 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 

(1) 市 内 に 住 所 を 有 す る 者  

(2) 市 内 に 存 す る 事 業 所 等 に 勤 務 す る 者  

(3) 市 内 に 存 す る 学 校 に 在 学 す る 者  

（ 市 民 の 参 加 方 法 ）  

第 ７ 条  本 事 業 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、別 に 定 め る て く て く ガ ウ

ラ 申 請 用 台 紙（ 以 下「 申 請 用 台 紙 」と い う 。）又 は 県 が 運 営 す る ウ

ェ ブ サ イ ト「 ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド Ｗ ｅ ｂ 申 請・交 付 ペ ー ジ 」（ 以 下

「 Ｗ ｅ ｂ シ ス テ ム 」と い う 。）に て 、ポ イ ン ト を 獲 得 す る も の と す

る 。  

（ ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド の 交 付 基 準 ）  

第 ８ 条  ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド は 、 第 ５ 条 に 規 定 す る 健 康 づ く り メ ニ

ュ ー に 取 り 組 み 、対 象 期 間 内 に 一 定 以 上 の ポ イ ン ト を 獲 得 し た 者

に 限 り 交 付 す る も の と す る 。  

 ２  前 項 に 定 め る 対 象 期 間 は 、別 に 定 め 、市 民 に 周 知 す る も の と す

る 。  

３  第 １ 項 に 定 め る 一 定 以 上 の ポ イ ン ト は 、市 が 県 と 協 議 の 上 、決

定 し 、 市 民 に 周 知 す る も の と す る 。  

（ ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド の 取 扱 い 等 ）  

第 ９ 条  ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド の 交 付 を 求 め る 者 は 、第 ７ 条 に 規 定 す



る 申 請 用 台 紙 を 市 へ 提 出 、又 は Ｗ ｅ ｂ シ ス テ ム に 新 規 登 録 後 、交

付 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 は 、前 項 の 申 請 用 台 紙 の 提 出 又 は Ｗ ｅ ｂ シ ス テ ム か ら 交 付 申

請 が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 申 請 を 行 っ た 者 が 、前 条 に 定 め る

基 準 を 満 た す と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 そ の 者 に 対 し 、 ち ～ バ リ ュ

～ カ ー ド を 交 付 す る も の と す る 。な お 、紙 媒 体 の ち ～ バ リ ュ ～ カ

ー ド（ 以 下「 紙 カ ー ド 」と い う 。）を 交 付 す る 際 に は 、紙 カ ー ド の

裏 面 の 所 定 の 位 置 に 使 用 期 限 及 び 氏 名 を 記 載 し な け れ ば な ら な

い 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て は 、必 要 に 応 じ 、申 請 を 行 っ た 者 に 対 し て

本 人 で あ る こ と を 証 す る 書 面 の 提 示 等 を 求 め る こ と が で き る も

の と す る 。  

４  紙 カ ー ド の 交 付 を 受 け た 者 が 、紛 失 、毀 損 等 の 理 由 に よ っ て 再

交 付 を 求 め る 場 合 に は 、ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド 再 交 付 申 請 書（ 様 式

第 １ 号 ） を 市 へ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 は 、前 項 の 規 定 に よ る 提 出 が あ っ た 場

合 に 準 用 す る 。  

６  第 １ 項 又 は 第 ４ 項 の 申 請 に よ り 、ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド の 交 付 を

受 け る 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 

(1) ち ～ バ リ ュ ～ の 店 で サ ー ビ ス を 受 け る こ と が で き る 者 は 、紙

カ ー ド の 裏 面 に 記 載 さ れ た 氏 名 の も の 又 は Ｗ ｅ ｂ シ ス テ ム で

電 子 版 の ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド（ 以 下「 電 子 カ ー ド 」と い う 。）の

交 付 を 受 け た も の に 限 定 す る 。  

(2) ち ～ バ リ ュ ～ の 店 で サ ー ビ ス を 受 け る 場 合 は 、 ち ～ バ リ ュ

～ カ ー ド を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

(3) 前 号 の 場 合 の ほ か 、サ ー ビ ス の 提 供 に あ た り 、ち ～ バ リ ュ ～

の 店 が 別 途 条 件 を 定 め て い る 場 合 に は 、当 該 条 件 を 遵 守 し な け

れ ば な ら な い 。  



(4)  ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド を 複 製 し た り 他 人 に 譲 渡 又 は 貸 与 し た

り す る な ど の 不 正 な 行 為 を し て は な ら な い 。  

(5) ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド の 使 用 期 限 を 超 え て 使 用 し て は な ら な

い 。  

(6) その他、ち～バリュ～カードの利用に関し、市及び県並びにち

～バリュ～の 店 に 損 害 等 を 及 ぼ す 行 為 等 、 不 適 当 な 行 為 は し て

は な ら な い 。  

７  第 ２ 項 及 び 前 項 第 ５ 号 の 使 用 期 限 は 、ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド の 交

付（ 再 交 付 を 受 け た 場 合 は 当 初 の 交 付 ）を 受 け た 日 か ら １ 年 間 と

す る 。  

８  ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド の 交 付 を 受 け た 者 が 第 ６ 項 各 号 に 定 め る

事 項 を 遵 守 し な い 場 合 に は 、 市 は 紙 カ ー ド の 交 付 を 受 け た 者 に 対

し、ち～バリュ～カードの返却を求めるものとする。また、電子カ

ードの交付を受けた者に対しては、Ｗｅｂシステムの利用登録を削

除するものとする。  

９  市 は 、紙 カ ー ド の 交 付 状 況 等 に つ い て は 、ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド

受 払 簿 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 管 理 す る も の と す る 。  

10 市は、前項に規定するち～バリュ～カ ー ド の 交 付 状 況 等 に つ い て 、

県 か ら 報 告 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 応 じ る も の と す る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 １ ０ 条  本 事 業 の 実 施 に 関 し 収 集 し た 個 人 情 報 は 、個 人 情 報 の 保

護 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ）及 び 袖 ケ 浦 市 個 人 情

報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例（ 令 和 ４ 年 条 例 第 １ ６ 号 ）の 定 め

に 従 い 、 適 切 に 取 り 扱 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 違 反 行 為 等 に 対 す る 措 置 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 違 反 す る 行 為 又 は 虚 偽 申 告 そ の 他 の 不 正 の

行 為 に よ り 得 た ポ イ ン ト は 、 無 効 と す る 。  

（ 委 任 ）  



第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、本 事 業 の 実 施 に 必 要 な 事

項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ ６ 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ７ 日 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

種 別  ポ イ ン ト 対 象 活 動 等  ポ イ ン ト 数  

歩 数  ウ ォ ー キ ン グ 歩 数 目 標 を 設 定 す る （ １ 日 ６ ０ ０ ０ 歩 以

上 必 須 ）  

５ ０  

ウ ォ ー キ ン グ 歩 数 目 標 を 達 成 す る （ １ か 月 以 上 継 続 ）  １ ０ ０  

自 転 車  通 勤・通 学 や 買 い 物 な ど で 自 転 車 を 利 用 す る（ １ か 月 以

上 継 続 ）  

１ ０ ０  

健 康  

維 持  

禁 煙 に 取 り 組 む （ １ か 月 以 上 継 続 ）  

※ 喫 煙 を し て い な い 方 や 、お 子 さ ん も ポ イ ン ト 加 算 可 。 

１ ０ ０  

血 圧 を 毎 朝 測 る （ １ か 月 以 上 継 続 ）  １ ０ ０  

１ 日 ２ 回 以 上 笑 う （ １ か 月 以 上 継 続 ）  １ ０ ０  

体 重 を 毎 日 計 る （ １ か 月 以 上 継 続 ）  １ ０ ０  

栄 養  朝 食 を 毎 日 食 べ る （ １ か 月 以 上 継 続 ）  １ ０ ０  

野 菜 を 毎 食 食 べ る （ １ か 月 以 上 継 続 ）  １ ０ ０  

１ 口 ３ ０ 回 以 上 噛 む こ と を 意 識 し て 食 べ る （ １ か 月 以

上 継 続 ）  

１ ０ ０  

口 腔  毎 食 後 に 歯 を 磨 く （ １ か 月 以 上 継 続 ）  １ ０ ０  

１ 日 １ 回 以 上 歯 間 清 掃 （ デ ン タ ル フ ロ ス ・ 歯 間 ブ ラ シ

等 ） を 行 う （ １ か 月 以 上 継 続 ）  

１ ０ ０  



健 診  基 本 健 診 を 受 け る  （ 特 定 健 診 、後 期 高 齢 者 健 診 、若 年

期 健 診 、 人 間 ド ッ ク 、 職 場 健 診 等 ）  

※ い く つ 受 け て も １ ０ ０ ｐ t 

１ ０ ０  

が ん 検 診 を 受 け る  （ 肺 、胃 、大 腸 、乳 、子 宮 、口 腔 等 ） 

※ い く つ 受 け て も １ ０ ０ ｐ t 

１ ０ ０  

保 育 所 ・ 学 校 な ど で 身 体 測 定 を 行 う   

※ 計 測 回 数 に 関 わ ら ず １ ０ ０ ｐ t 

１ ０ ０  

歯 科 健 (検 )診 を 受 け る（ 定 期 健 診 、成 人 歯 科 健 診 、歯 周

病 検 診 等 ）  ※ 受 診 回 数 に 関 わ ら ず １ ０ ０ ｐ t  

１ ０ ０  

健 康 へ

の  

取 組  

市 が 行 う 健 康 や 運 動 に 関 す る 教 室 、 イ ベ ン ト に 参 加 す

る（ 生 活 習 慣 病 予 防 講 演 会 、介 護 予 防 教 室 、ス ポ ー ツ 大

会 等 ）  

１ ０ ０  

減 塩 に 関 す る 講 演 会 や 教 室 、 イ ベ ン ト に 参 加 す る  １ ０ ０  

特 定 保 健 指 導 や 健 康 相 談 を 受 け る  １ ０ ０  

ス ポ ー ツ ジ ム の 利 用 や 運 動 に 関 す る サ ー ク ル な ど に 参

加 し て 運 動 す る  

１ ０ ０  

そ の 他  か か り つ け 医（ 医 師 、歯 科 医 師 ）・ か か り つ け 薬 局（ 薬

剤 師 ） を も つ  

５ ０  

袖 ケ 浦 市 産 の 食 品 を ５ 回 以 上 購 入 す る  ５ ０  

減 塩 食 品 を ５ 回 以 上 購 入 す る  １ ０ ０  

 

別 記 様 式 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

第 １ 号  ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド 再 交 付 申 請 書  

第 ２ 号  ち ～ バ リ ュ ～ カ ー ド 受 払 簿  

 


